
 

 

四神一刀流居合道 白桜会 会則 
 

 

第１章 総則 

（名 称） 

第１条 この会は、四神一刀流居合道 白桜会（以下「本会」という。）と称する。 

（事務所） 

第２条 本会の事務所は、兵庫県姫路市東今宿３－１０－９に置く。 

 

第２章 目的および事業 
（目 的） 

第３条 本会は、兵庫県姫路市を中心に日本の古武道である居合道の修得や普及・発展に関する活動、

および地域・国際交流の活性化に資する活動を行うことを目的とする。 

（事 業） 

第４条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する事業を実施する。 

  （１）居合道の指導と健全なる心身の育成 

  （２）居合道大会、奉納行事、講習会の開催 

  （３）居合道に関する調査、研究、研修会の開催 

  （４）関係官庁、関係団体との連絡ならびに協力 

  （５）指導者から要請があった事項に対する協力 

  （６）公民館の主催する事業の参加および協力 

  （７）その他本会の目的を達成するために必要な事項 

 

第３章 組織 
（会員の資格） 

第５条 本会の会員は、次の各号に該当する者を除き、本会の目的に賛同し入会登録を行った者とす

る。  

（１）既に他の団体で居合道を修得する者。 

（２）入会後に他の団体で居合道の修得を計画する者。 

（３）直接・間接の如何を問わず、本会の会員資格を得て営利を目的とする者。 

（入 会） 

第６条 会員として入会しようとする者は、次の各号により入会申込書を本会事務局に提出し、承認を

得るものとする。 

  （１）入会を希望する者が未成年者の場合は、保護者の同意を確認するため保護者が入会申込書を

作成し、保護者または本人が提出する。 

  （２）入会を希望する者が成人の場合は、本人が入会申込書を作成し提出する。 

（経費等の負担） 

第７条 会員は、本会則の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。 

 ２ 会員は、総会で定めた会費について次の各項号に従い、本会事務局に対して納入しなければなら

ない。 

 ３ 会費は次のとおりとする。 

２，０００円／人・月 

 ４ 納期は、毎月初に納入するものとする。 

 ５ 第１１条（会員資格の喪失）に該当する場合は、未納分を含め会員資格の喪失日が属する月分ま

で納入しなければならない。なお、納入済の会費は返却しない。 

 ６ 休会する場合は、本会事務局にて休会届が承認された翌月より休会期間中の会費は免除する。 

 ７ 復会する場合は、本会事務局にて復会届が承認された当月より会費の支払い義務が発生するもの

とする。 

８ 本会の都合により通常稽古日等が全く実施されなかった月は、本条３項各号に定める会費は免除

とする。なお、予め納入した免除月分の会費については翌月分として充当精算するものとする。 



 

 

（弁賠償） 

第８条 成人、未成年に関わらず会員は、故意・過失の如何を問わず第三者に損害、傷害を与えた場合

は、これを弁賠償する義務を負う。 

（退 会） 

第９条 会員は、退会届を本会事務局に提出した後に退会することができる。 

 ２ 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。 

  （１）会員や会員の保護者との連絡が取れなくなったとき。 

  （２）３ケ月以上活動実績がないとき。ただし、休会届を提出した場合はこの限りでない。 

（除 名） 

第１０条 会員が次の各号のいずれかに該当する時は、本会則が定めた役員の職務の除名権限により直

ちに除名することができるものとする。なお、除名された会員は当然に再入会を承認しな

い。 

  （１）本会則を遵守しないとき。 

  （２）本会の運営を著しく妨害したとき。 

  （３）会員としての義務を怠ったとき。 

  （４）会員としての自覚を欠き、指導者に従わないとき。 

  （５）本会の信頼を失墜させる言動を行う等、有形無形を問わず損害を与えたとき。 

（６）反社会的勢力に該当すると認められるとき。 

（７）第５条（会員の資格）の除外要件に該当すると認められるとき。 

（会員資格の喪失） 

第１１条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。 

  （１）退会したとき。 

  （２）除名されたとき。 

  （３）会費を３ヶ月分以上納入しないとき。 

  （４）本人が死亡したとき。 

  （５）当会が解散したとき。 

 

第４章 役員 

（役 員） 

第１２条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。 

  （１）会  長 １名 

  （２）副 会 長 １名以上 

  （３）事務局長 １名 

  （４）会  計 １名 

  （５）監  査  １名 

  （６）相 談 役 １名 

（役員の職務） 

第１３条 会長は、本会を代表し、本会業務を統括する。除名権限を有する。 

 ２ 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときはその職務を代行する。除名権限を有する。 

 ３ 事務局長は、本会の事務全般を担当する。 

 ４ 会計は、本会の出納事務を担当する。 

 ５ 監査は、本会の業務および財産の状況を監査する。 

 ６ 相談役は、本会の居合道の指導、本会運営に関する助言、企画・立案、渉外に従事する。除名権

限を有する。 

（役員の選任） 

第１４条 会長は、本会の宗家を指名する。 

 ２ 副会長は､本会の最高位指導者を指名する。ただし、最高位指導者が居ない場合は会長が指名し

た者を副会長とする。 

 ３ 事務局長、会計、監査役の選任は会長が指名する。ただし、会員が未成年である場合は当該会員

の保護者を会員代行とし選任することができるものとする。 



 

 

 ４ 会長が事務局長、会計を併任することを妨げない。 

 ５ 副会長が監査役を併任することを妨げない。 

 ６ 期中に役員に欠員が生じた場合は、会長、副会長の権限で補充できるものとする。 

（役員の任期） 

第１５条 役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。また、補充で選任された役員は前任者

の残任期間とする。 

（役員の解任） 

第１６条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員の３分の２以上の議決により、これを解

任することができる。 

（１）心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。 

（２）その他解任に相当する事項が認められるとき。 

 

第５章 会議 
（会議の種類） 

第１７条 本会に次の各号の会議を置く。 

  （１）総会 

  （２）役員会 

（総 会） 

第１８条 本会の総会は、会員を以って構成し、毎年１月に開催するものとする。ただし、必要がある

ときは、臨時に総会を開催することができる。 

 ２ 総会は､次の各号に掲げる事項について審議し､決定する。 

  （１）会則、事業等の改廃 

  （２）事業報告、事業計画並びに収支予算および決算 

  （３）会費の改正 

  （４）役員の選任および解任 

  （５）その他本会の運営に関し重要な事項 

 ３ 本会の会議は、会長が召集する。 

 ４ 総会の議長は、会長がこれに当たる。 

 ５ 本会の会議は､２分の１以上の出席で成立し､出席者の過半数で決議する。 

（役員会） 

第１９条 役員会は､会長、副会長、相談役を以って構成し、これを三役と称する。 

 ２ 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項およびその他総会の議決を要しない業務の執

行に関し議決する。 

 ３ 役員会は、会長が必要と認める時に招集する。 

 

第６章 事業報告および決算 
（事業報告書および決算） 

第２０条 会長は、毎事業年度終了後１ケ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会

の承認を得なければならない、 

（事業年度） 

第２１条 本会の事業年度は、１月１日から１２月３１日までとする。 

（事務局） 

第２２条 本会の事務局は、兵庫県姫路市東今宿３－１０－９に置く。  

 

第７章 会計 
（会 計） 

第２３条 本会の経費は、会費（別納会費含む）、補助金、寄付金等をもって充てる。 

 ２ 本会の会計年度は、１月１日から１２月３１日までとする。 

 ３ 前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、総会を招集し決算報告する。 

 ４ 本会は、会員に対して１年に１回以上の会計報告を行う。 



 

 

第８章 会則の変更と解散 
（会則の変更） 

第２４条 本会則の改正は、会長の判断により変更する場合を除き、会員がこれを発議し、総会を招集

し総会出席会員の３分の２以上の賛成を必要とする。 

（解 散） 

第２５条 本会は、会長の判断により解散する場合を除き、原則として全会員の３分の２以上の決議を

経なければ解散することができない。 

 

第９章 その他事項 

（その他事項） 

第２６条 本会則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

 

付 則 

１．本会設立者および設立年月日は次のとおりである。 

（設立者） 

  徳平義人 

（設立年月日） 

  ２０２５年（令和７年）３月１日 

２．本会則は、２０２５年（令和７年）３月１日制定実施する。 

 

 

役 員 
本会役員については、定期総会において決議し、これを議事録（兼）通達として取り扱う。 


